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社会福祉法人 梅生会 

好日の園 ホームヘルプサービス 



「指定訪問介護」・「第 1 号事業・介護予防訪問介護相当サービス」 

重 要 事 項 説 明 書 

 

当事業所は、利用者に対して訪問介護サービスを提供します。事業所の概要や提供される

サービスの内容、契約上ご注意頂きたいことを次のとおり説明します。 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護・要支援」と認定された

方、又は基本チェックリストの結果「事業対象者」と認定された方が対象となります。 

１．事業者 

（１）法人名   社会福祉法人 梅生会 

（２）法人所在地 佐賀県鹿島市古枝乙１０３５番地２ 

（３）電話番号  ０９５４－６２－５２０１ 

（４）代表者氏名 理事長 住江潤子 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 ○指定訪問介護事業所  

           平成２６年４月１日指定佐賀県 ４１７０７０００５０号 

          ○第１号事業・介護予防訪問介護相当サービス 

           平成３０年４月１日指定    ４１７０７０００５０号 

（２）事業所の目的  要介護（要支援）状態となった場合においても、利用者が可能な

限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことができるよう、入浴、排泄、食事の介護その他の生活全般にわ

たるサービスを提供します。 

（３）事業所の名称 好日の園ホームヘルプサービス 

（４）事業所の所在地 佐賀県鹿島市高津原６６７番地１ 

（５）電話番号   ０９５４－６３－００９２ 

（６）事業所長（管理者） 吉田正浩 

（７）当事業所の運営方針 

          ①利用者の意志及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立った 

サービスの提供に努めます。 

          ②地域との結びつきを重視し、市町村保険者、地域包括支援センタ

ー、居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉  

サービスを提供するものとの連携に努めます。 

 

 

３．事業実施地域及び営業時間 

（１）通常の事業の実施地域 鹿島市全域、太良町伊福・三谷地区、 

              嬉野市塩田町五町田・久間地区 

              白石町有明深浦・竜王地区 



（２）営業日及び営業時間・利用の申込窓口 

営業日 年中無休 

営業時間 早朝 午前６時～午前８時まで 

昼間 午前８時～午後６時まで 

夜間 午後６時～午後１０時まで 

深夜 午後１０時～翌日の午前６時まで 

利用申込窓口 好日の園ホームヘルプサービス 

サービス提供責任者 

電話 ０９５４－６３－００９２ 

 

４．職員の体制 

当事業所では、利用者に対して訪問介護サービスを提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 

【主な職員の配置状況】※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

職種 常勤 非常勤 常勤換算 備考 

１．管理者 １  ０．２  

２．サービス提供責任者 １ ２ ２．２ 訪問介護員を兼務 

訪問介護員 １ ４ ３．０  

 （１）介護福祉士 １ ２ １．８  

（２）訪問介護養成研修１級 

（ヘルパー１級）課程修了者 

    

（３）訪問介護養成研修２級 

（ヘルパー２級）課程修了者 

 １ ０．４  

（４）その他  １ ０．８ 看護師 1 名 

  ※常勤換算：職員それぞれの週当たりの勤務延時間数の総数を当事業所における常勤

職員の所定勤務時間数（週 40時間）で除した数です。（令和 7年 4 月時点） 

 

５．当事業所が提供するサービスと利用料金 

 （１）訪問介護計画・介護予防訪問介護相当サービス計画に基づき、以下のサービスを

提供します。 

【身体介護】 

食事介助 食事の介助を行います。 

入浴介助 入浴（全身浴・部分浴）の介助や清拭（身体を拭く）、洗髪等を

行います。 

排泄介助 排泄の介助、おむつの交換を行います。 

更衣介助 上着、下着の更衣の介助を行います。 

身体整容 日常的な行為としての身体整容を行います。 

体位変換 床ずれ予防のための体位変換を行います。 

移動・移乗介助 室内の移動、車いす等への移乗の介助を行います。 

通院・外出介助 目的地（病院等）に行くための準備、バス等交通機関への乗降、



気分の確認、受診等の手続を行います。 

（場合により）院内の移動等の介助を行います。 

服薬介助 配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。 

起床・就寝介助 ベッドへの誘導、ベッドからの起き上がりの介助を行います。 

自立支援のための

見守り的介助 

○利用者と一緒に手助けしながら行う調理（安全確認の声かけ、

疲労の確認を含む） 

○入浴、更衣等の見守り（必要に応じて行う介助、転倒防止のた

めの声かけ、疲労の確認を含む） 

○ベッドの出入り時など自立を促すための声かけ（声かけや見守

り中心で必要な時だけ介助） 

○移動時、転倒しないように側について歩く（介護は必要時だけ

で、事故がないように常に見守り） 

○車イスでの移動介助を行って店に行き、本人が自ら品物を選べ

るよう援助 

○洗濯物をいっしょに干したりたたんだりすることにより自立支

援を促すとともに、転倒予防等のための見守り・声かけ 

【生活援助】 

買物・薬の受取り 利用者の日常生活に必要な物品の買い物、薬の受取りを行いま

す。 

調理・配下膳 利用者の食事の用意、配膳、後片付けを行います。 

掃除 利用者の居室の掃除や整理整頓を行います。 

洗たく 利用者の衣類等の洗濯を行います。 

  ※利用者以外への調理、洗濯、買い物サービスの提供及び利用者の居室以外の掃除は

行うことができません。 

  ※介護予防訪問介護相当サービスは、自立支援の観点から、利用者ができる限り自ら

家事等を行うことができるように支援することを目的としています。そのため、上

記のサービスは、例えば利用者が行う調理を訪問介護員が見守りながら一緒に行う

など、利用者がその有する能力を最大限活用することができるような方法によって

行います。 

◎料金については要介護の方は別紙１を、要支援・事業対象者の方は別紙２をご参照くだ

さい。 

 

（２）交通費 

 通常の実施地域以外の地域にお住まいの方で、当事業所のサービスを利用される場合

は、サービスの提供に際し、1回につき 500 円をいただきます。 

 

（３）利用料のお支払方法 

   前記の料金・費用は、１ヵ月ごとに計算し、請求しますので、翌月２０日までに以

下のいずれかの方法でお支払いください。 

 

 

 

  ア．現金   

イ．金融機関口座からの自動引落 

ご利用できる金融機関：佐賀銀行、農協、ゆうちょ銀行、佐賀西信用組合 



（４）利用の中止、変更、追加 

  ○利用予定日の前に、利用者の都合により訪問介護サービスの利用を中止、変更  

又は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合にはサービスの  

実施日の前日までに事業者に申し出て下さい。 

 ○サービス利用の変更、追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により利用者の  

希望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示 

して協議します。 

 

６．当事業所をご利用の際に留意いただく事項 

（１）サービス提供を行う訪問介護員 

   サービス提供時に、担当の訪問介護員を決定します。 

   ただし、実際のサービス提供にあたっては、複数の訪問介護員が交代してサービス

を提供いたします。 

（２）訪問介護員の交代 

  ①利用者からの交代の申出 

   選任された訪問介護員の交代を希望する場合には、当該訪問介護員が業務上不適当

と認められる事情その他交代を希望する理由を明らかにして、事業者に対して訪問

介護員の交代を申し出ることができます。ただし、利用者から特定の訪問介護員の

指名はできません。 

  ②事業者からの訪問介護員の交代 

   事業所の都合により、訪問介護員を交代することがあります。 

   訪問介護員を交代する場合は、利用者及びその家族等に対してサービス利用上の不

利益が生じないよう十分に配慮するものとします。 

（３）サービス実施時の留意事項 

  ①定められた業務以外の禁止 

   「５．当該事業所が提供するサービス」で定められたサービス以外の業務を提供す

ることはできません。 

  ②訪問介護サービスの実施に関する指示・命令 

   訪問介護サービスの実施に関する指示・命令は全て事業者が行います。但し、事業

者は訪問介護サービスの実施にあたって利用者の事情・意向等に十分に配慮するも

のとします。 

  ③備品等の使用 

   訪問介護サービス実施のために必要な備品等（水道・ガス・電気を含む）は無償で

使用させていただきます。訪問介護員が事業所に連絡する場合の電話等も使用させ

ていただきます。 

（４）サービス内容の変更 

   サービス利用当日に利用者の体調等の理由で予定されていたサービスの実施ができ

ない場合には、サービス内容の変更を行います。 



（５）訪問介護員の禁止行為 

   訪問介護員は、利用者に対する訪問介護サービスの提供にあたって、次に該当する

行為は行いません。 

   ・医療行為 

   ・利用者もしくはその家族等からの金銭又は物品の授受 

   ・利用者の家族等に対する訪問介護サービスの提供 

   ・飲酒及び喫煙 

   ・利用者もしくはその家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動 

   ・その他利用者もしくはその家族等に行う迷惑行為 

（６）秘密保持 

   ・業務上知り得た利用者又はその家族の秘密は守ります。 

   ・サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者

の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は、当該家族等の同意をあ

らかじめ文書により得た上で行います。 

（７）虐待防止の対応 

・虐待の発生又はその再発を防止するため、次に掲げる措置を講じます。 

○虐待防止のための指針を整備し、虐待防止のための対策を検討する委員会を定

期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ります。 

○職員に対し、虐待防止のための研修を定期に実施します。 

○前２号に掲げる措置を適切に実施するために担当者を置きます。 

   ・虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに市町村（地域包

括支援センター）へ通報するものとします。 

 

 

７．苦情の受付について及び第三者評価機関による評価の実施状況 

（１）当事業所における苦情の受付 

 当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

   ○苦情受付窓口担当者  サービス提供責任者 

   ○受付時間       毎日 ８：３０～１７：３０ 

   ○ご利用方法      電話 ０９５４－６３－００９２ 

               面接 相談室   

（２）行政機関その他苦情受付期間 

杵藤地区広域市町村圏組合 

介護保険事務所 

所在地  鹿島市中村９１７－２ 

電話番号 ０９５４－６９－８２２２ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

佐賀県国民健康保険団体連合会 所在地  佐賀市呉服元町７－２８ 

電話番号 ０９５２－２６－１４７７ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 



佐賀県社会福祉協議会 所在地  佐賀市天神町１－４－１５ 

電話番号 ０９５２－２３－２１５１ 

受付時間 ８：３０～１７：００ 

鹿島市地域包括支援センター 所在地  鹿島市納富分２６４３－１ 

電話番号 ０９５４－６３－２１６０ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

   ※苦情を処理するための措置の概要について詳細は別紙３参照 

 

（３）第三者評価機関によるサービス評価の実施状況 

【実施の有無】 有 ・ 無 

【実施した直近の年月日】  

【第三者評価機関名】  

【評価結果の開示状況】  

 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

指定訪問介護サービス・第１号訪問事業の提供に際し、本書面に基づき重要事項の説明を

行いました。 

好日の園ホームヘルプサービス 

説明者  職名 サービス提供責任者 

  氏名 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、指定訪問介護サービス・第１

号訪問事業の提供開始に同意しました。 

 

利用者  住所                 

氏名                 

                  

自署が困難な場合の署名代行者（又は法定代理人） 

  住所                 

  氏名           続柄    

 



（別紙１）利用料金表 【要介護認定を受けている場合】 

 

身
体
介
護 

サービスに要する 

時間 

20 分未満 20 分以上 

30 分未満 

30 分以上 

1 時間未満 

1 時間以上 

1 時間半未満 

以降 

30 分増す毎に 

１．利用料金 1,630 円 2,440 円 3,870 円 5,670 円 820 円 

２．うち、介護保険 

から給付される金額 
1,467 円 2,196 円 3,483 円 5,103 円 738 円 

３．サービス利用に 

係る自己負担金 

（１－２） 

163 円 244 円 387 円 567 円 82 円 

 

生
活
援
助 

サービスに要する 

時間 

20 分以上 

45 分未満 
45 分以上 

１．利用料金 1,790 円 2,200 円 

２．うち、介護保険か

ら給付される金額 
1,611 円 1,980 円 

３．サービス利用に係

る自己負担額 

（１－２） 

179 円 220 円 

 

☆身体介護中心であるサービスを行った後に引き続き、生活援助が中心であるサービスを行

ったときは、最初の 20分で 650 円（自己負担 65 円）、以降 25分を増すごとに 650 円（自

己負担 65円）が加算されます（加算は最大 1,950 円まで）。 

☆平常の時間帯（午前 8時から午後 6時）以外の時間帯でサービスを行う場合には、次の割

合で利用料金に割増料金が加算されます。割増料金は、介護保険の支給限度額の範囲内で

あれば、介護保険の対象となります。 

 ・夜間（午後 6時から午後 10 時まで）：25％ 

 ・早朝（午前 6時から午前 8時まで）：25％ 

 ・深夜（午後 10 時から午前 6時まで）：50％ 

☆上記のサービス料金は、実際にサービスに要した時間ではなく、訪問介護計画に基づき決

定されたサービス内容を行うために標準的に必要となる時間に基づいて、介護給付費体系

により計算されます。 

☆2 人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合は、契約者の同意の上で、通常

の利用料金の 2倍の料金をいただきます。 

 （例）体重が重い方に対する入浴介助等の重介護サービスを行う場合 

    暴力行為等が見られる方へサービスを行う場合 

☆基本単位数・加算に係る自己負担の割合は「自己負担割合証」記載された割合です。 

 

 



その他の加算 

 ・特定事業所加算Ⅱ 

   当事業所は介護福祉士を一定割合以上配置している特定事業加算Ⅱ該当事業所です。前記

基本料金に、１０％が加算されます。 

・初回加算 

過去ふた月に訪問介護を受けていなくて新規に訪問介護計画を作成したご契約者様に対し

て、サービス提供責任者がサービスを行ったり、同行したりした場合に加算されます。 

 ・緊急時訪問介護加算 

ケアマネジャーが必要と認め、居宅サービス計画にない訪問介護（身体介護）を行った場

合に加算されます。 

 ・生活機能向上連携加算 

訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等とサービス提供責任者が同行して、生活機

能の向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合に加算されます。 

 

そ
の
他
の
加
算 

 初回加算

（月） 

緊急時訪問 

介護加算（回） 

生活機能向上 

連携加算 

１．利用料金 2,000 円 1,000 円 1,000 円 

２．うち、介護保

険から給付される

金額 

1,800 円 900 円 900 円 

３．サービス利用

に係る自己負担額 

（１－２） 

200 円 100 円 100 円 

※合計単位数の 24.5％が介護職員等処遇改善加算として加算されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（別紙２）利用料金表 【要支援認定を受けている場合・事業対象者】 
 
○ひと月当たりの算定の場合 

サービスの頻度 １．利用料金 
２．うち、介護保険

から給付される金額 

３．自己負担額 

（１－２） 

概ね週 1回のサービス 11,760 円／月 10,584 円／月 1,176 円／月 

概ね週 2回のサービス 23,490 円／月 21,141 円／月 2,349 円／月 

概ね週 3回のサービス 37,270 円／月 33,543 円／月 3,727 円／月 

※概ね週 3回のサービスは要支援 2の方のみ利用が可能です。 

※ひと月当たりの定額制のため、以下に該当する場合を除いては、原則として日割り計算

は行いません。 

  ・月途中に区分変更申請があった場合 

  ・同一保険者管内での転居等により事業所を変更した場合 

  ・介護予防短期入所サービス等を利用された場合 

その他、利用開始月及び利用終了月においては契約日及び契約解除日を起算日として日割り

計算を行います。 

 ※利用者の状態の変化により、サービス提供量が計画に定めた実施回数・時間等と大幅に変わ

る場合は、介護予防支援事業者と調整の上、支給区分の変更や計画の変更、要支援認定申請

の変更や要介護認定申請の援助等必要な支援を行います。 

 

○１回当たりの算定の場合 

サービス内容 １．利用料金 
２．うち、介護保険

から給付される金額 

３．自己負担額 

（１－２） 

標準的な内容の指定相当

訪問型サービスの場合 
2,870 円／回 2,583 円／回 287 円／回 

20～45 分未満の 

生活援助が中心の場合 
1,790 円／回 1,611 円／回 179 円／回 

45 分以上の生活援助が 

中心の場合 
2,200 円／回 1,980 円／回 220 円／回 

短時間の身体介護 1,630 円／回 1,467 円／回 163 円／回 

 

 

 

 

 

 

 

 



○その他の加算 

 ・初回加算 

過去ふた月に訪問介護を受けていなくて新規に介護予防訪問介護計画を作成したご契約者

に対して、サービス提供責任者がサービスを行ったり、同行したりした場合に加算されます。 

 ・生活機能向上連携加算 

訪問リハビリテーション事業所の理学療法士等とサービス提供責任者が同行して、生活機

能の向上を目的とした介護予防訪問介護計画を作成した場合に加算されます。 

そ
の
他
の
加
算 

 初回加算

（月） 

生活機能向上 

連携加算 

１．利用料金 2,000 円 1,000 円 

２．うち、介護保険

から給付される金額 
1,800 円 900 円 

３．サービス利用に

係る自己負担額 

（１－２） 

200 円 100 円 

※基本単位数・加算に係る自己負担の割合は「自己負担割合証」記載された割合です。 

※合計単位数の 24.5％が介護職員等処遇改善加算として加算されます。 

 

 



（別紙３） 

利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 

 

１．処理体制･手順 

 （１）苦情処理台帳に記載 

 （２）苦情処理について事実確認を行なう 

 （３）苦情処理方法を記載し、管理者に決裁を受ける 

 （４）苦情処理について関係職員及び関係者との連携を行う 

 （５）苦情処理の改善解決について利用者に確認を行う 

 （６）苦情処理は、即日対応し、必要に応じて苦情処理検討会を実施する 

 （７）苦情処理についての成果等を苦情処理台帳に記録する 

 （８）事業者段階で解決困難な事例は、国保連に報告し、解決に当たる 

 

２．苦情処理のフローチャート 

 

 

 

申立 

       ③事情聴取 

       ⑤結果伝達 

事業者 

 

 

 

苦情内容の確認 

 

話し合い 

 

 

①申立  ②処理内容調査    ⑥改善報告 

                     ③事情聴取 

                     ⑤結果伝達 

 

国民健康保険連合会 

④話し合い 

 

 

サービス利用者 

苦情(意見)の受付 


